	株式会社 ○○○
定　　　款


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成２０年　　月　　日作成

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成２０年　　月　　日認証

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成２０年　　月　　日設立　

株式会社　○○○　定款

第１章　総則

（商号）

第１条　当会社は、株式会社　○○○と称する。
（目的）

第２条　当会社は、次の事業を行うことを目的とする。

　

　　１　　飲食店営業
　　２　　インターネットカフェの経営
　　３　　労働者派遣事業
　　４　　宅地建物取引業
　　５　　前各号に付帯する一切の業務
（本店の所在地）

第３条　当会社は○○県○○市に置く。

（公告の方法）

第４条　当会社の公告は、官報に掲載してする。

第２章　株式

（発行可能株式総数）

第５条　当会社の発行可能な株式の総数は、○○○○株とする。

（株式の譲渡制限）

第６条　当会社の株式を譲渡により取得するには、株主総会の承認を要する。

（株券の不発行）

第７条　当会社の株式については、株券を発行しない。

第３章　株主総会

（招集）

第８条　定時株主総会は、毎事業年度の終了後２か月以内に招集し、臨時株主総会は必要がある場合には、いつでも招集することができる。

（議長）

第９条　株主総会の議長は、社長がこれにあたる。社長に事故があるときは、あらかじめ
社長の定めた順序により他の取締役がこれに代わる。

第４章　取締役

（員数）

第１０条　当会社は、取締役１名以上を置く。

（選任及び解任の方法）

第１１条　取締役の選任及び解任は、株主総会において、議決権を行使することができる
株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う。

（任期）

第１２条　取締役の任期は、選任後１０年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでとする。

　　　２　補欠又は増員により選任した取締役の任期は、その選任時に存在する取締役の
任期の満了すべき時までとする。

（社長及び代表取締役）

第１３条　当会社の取締役が２名以上ある場合は、そのうち１名を代表取締役とし、株主
総会の決議によりこれを定める。

　　　２　代表取締役は社長とし、会社の業務を執行する。

第５章　計算

（事業年度）

第１４条　当会社の事業年度は年１期とし、毎年○月○日から翌年○月○日までとする。

第６章　附則

（設立に際して発行する株式等）

第１５条　当会社の設立時発行株式の数は○○○株とし、その発行価額は１株につき
金○万円とする。

（設立に際して出資される財産の価額）

第１６条　当会社の設立に際して出資される財産の価額は金○○○万円とする。

（最初の事業年度）

第１７条　当会社の最初の事業年度は、当会社成立の日から平成○○年○月○日までとする。

（設立当時取締役）

第１８条　当会社の設立時取締役は、次のとおりとする。

設立時取締役　　○○　○○
（発起人）

第１９条　発起人の氏名、住所、発起人が割当てを受ける株式数及びその払込金額は、
次のとおりである。

　　　　　

住所
　　　　　氏名

　　　　　普通株式　　○○株　　金○○○万円

　　　　　　　　　　　

（法令の準拠）

第２０条　この定款に規定のない事項は、すべて会社法その他の法令に従う。

以上、株式会社○○○を設立するため、発起人 ○○○の定款作成代理人である
行政書士 大橋　宏一朗は、電磁的記録である本定款を作成し電子署名をする。

　平成２０年　月　日

　　　　　　　
発起人　○○　○○　
　上記発起人の定款作成代理人

　　　　　　　

　東京都大田区大森東１丁目２０番１０号
　行政書士　大橋　宏一朗
　登録番号　第０７０８１４６９号
